
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※応募の詳細は裏面の応募要領をご覧ください。 

お申込み先  🏣７６０－８５７０ 香川県高松市番町四丁目１番１０号 

Ｇ７香川・高松情報通信大臣会合推進協議会事務局 

（香川県サミット閣僚会合推進室内） あて 

TEL：０８７－８３２－３８６１ FAX：０８７－８３５－５２１０ 

E-mail：kouryu@pref.kagawa.lg.jp 

Ｇ７香川・高松情報通信大臣会合の詳細についてはこ

ちらのＱＲコードから御確認ください。 

応
援
事
業
を
募
集
し
ま
す
。 

２０１６年主要国首脳会議（伊勢志摩サミット）に合わせて、４月２９日・３０日にＧ７香川・高松情

報通信大臣会合が開催されます。国内外からのお客様に対する歓迎機運の醸成や本県の魅力発信のた

め、県内外の企業、団体の皆さんの応援事業を募集します。会合を成功させ、香川県の素晴らしい魅力

を全世界に発信していくため、世界の宝石とも称される瀬戸内海を背景に、「おせったいの心」を持って

官民一丸となって取組んでいきましょう。たくさんの御応募をお待ちしています。 

 



 ・社内誌等でのＧ７香川・高松情報通信大臣会合の紹介 

・サミットやＧ７に関する子ども向け学習会の開催 

・Ｇ７参加国の大使館員等を招聘してのセミナー等の実施 

・ＩＣＴ関連のセミナーやイベントの実施 

・Ｇ７香川・高松情報通信大臣会合開催に伴う経済波及効果の分析 

・香川県作成のＰＲポスターの掲示 

・香川県作成のＰＲグッズ（卓上のぼり、バッジ等）の掲示・着用 

 

 

 

 

【事業例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応  募  要  領 
【募集内容】

応援事業として、皆さんのアイデアで「大臣会合のＰＲ」「歓迎機運の醸成」「参加者へのおもてなし」「ICT

の利活用の促進」などに関連する自主的な取組みを募集します。

【募集期間】 
平成２８年４月１５日（金）までの間、随時募集します。 

【申込方法】 
応援事業提案シート（コピー可）に必要事項を御記入のうえ、表面の宛先へ郵送、FAX、E-mailのいずれかでお申込みください。 

【応援事業の登録・特典】 
提案シートの内容については、募集の趣旨にそぐわないもの以外は、応援事業として登録します。 

なお、事業実施に対する経費助成はありませんが、香川県作成のポスターやチラシ等のＰＲグッズについては必要に応じて

提供させていただきます。 

登録した応援事業を実施していただいた企業名、事業内容等については、実施者の同意を得たうえで、香川県のＨＰ、記録

誌に掲載いたします。 
 

・Ｇ７香川・高松情報通信大臣会合応援フェア・セール等の開催 

・Ｇ７各国の歴史・文化・食等についての展示紹介 

・Ｇ７香川・高松情報通信大臣会合応援商品の開発、販売 

・店舗、施設等での応援メッセージの掲示 

・Ｇ７香川・高松情報通信大臣会合開催カウントダウンボードの設置 

・店舗等の Wi-Fi環境の整備 

・商品メニューの多言語表示（外国人向け） 

事務担当者：　　　　　　　　　

〒           - 住所 都　道
府　県 市・町・村

電話番号（固定）　 FAX番号　

電話番号（携帯）　 E-mailアドレス　

　　　　　　　　以上の内容は、下記に規定する応援事業の登録対象外の提案でないことを誓約します。

※　いただいた個人情報については、適正な管理を行うとともに、当該事業以外での利用は行いません。

※　添付資料がある場合は、Ａ４版２枚程度にまとめてください。

※　提案シート（Word）は香川県ＨＰ（ＵＲＬ：http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/summit/）からダウンロードできます。

・Ｇ７香川・高松情報通信大臣会合の開催および運営に支障を来す

  恐れのあるもの

提案内容（企画内容、実施日・期間、実施場所、実施方法、実施体制、事業効果　など）

作成日　平成　　年　　月　　日

Ｇ７香川・高松情報通信大臣会合推進協
議会ホームページ等への掲載を

希望する　　　　　・　　　　　希望しない

提案者名（企業・団体名等）

Ｇ７香川・高松情報通信大臣会合応援事業提案シート

・特定の政治、宗教、思想的な意図を持つもの

・Ｇ７香川・高松情報通信大臣会合や関係者の品位を傷つけるもの

・その他、公序良俗に反するなど一定の事由に基づきＧ７香川・高松情報通信大臣

  会合推進協議会会長が不適当と認めるもの

※登録の対象とならないもの

・企業、団体、個人等の売名行為を目的としたもの

・営利のみを目的としたもの


